
福 光 発 第 ２ 号 

令和５年５月１８日  

 

一般競争入札公告  

 

社会福祉法人 光 の発注する「ケアハウス光の丘空調機更新工事」の一般競争入札につ

いて、下記のとおり公告します。  

 

社会福祉法人 光  

理事長吉田あつみ  

 

記 

１．入札内容  

（１）事 業 名  ケアハウス光の丘空調機更新工事  

（２）納入場所  埼玉県入間郡越生町大字上野３０７８番地５  

社会福祉法人 光 ３階 ケアハウス居室  

（３）期  間  契約締結日から令和５年６月３０日まで  

２．入札参加資格  

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。  

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申

立てがなされている者については、更生手続又は再生手続開始決定日を審査基準日と

した経営事項審査の再審査を受けた後、埼玉県知事が別に定める競争入札参加資格の

再審査を受けていること。  

（３）公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱

に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。  

（４）公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づ

く入札参加除外等の措置を受けていない者であること。  

（５）当法人の理事が役員をしている企業でないこと。  

（６）埼玉県内に本社を有していること。  

（７）エアコンの施工実績を有していること。  

（８）パッケージエアコンおよびルームエアコンの施工実績が過去一年間で１００台以上

を有していること。  

（９）工事期間中、エアコン工事に関する有資格者を配置できること。  

３．入札条件等  

（１）入札方法    一般競争入札  

（２）予定価格    有（非公表）  

（３）最低制限価格  有（非公表）  

（４）入札保証金額  無 



 

４．一般競争入札参加資格確認申請書の提出  

（１）受付期間   公告日から令和５年５月２５日（木）正午  

（２）受付時間   午前９時から午後５時まで 

（３）提出書類   ア  一般競争入札参加資格等確認申請書（様式有）  

イ 会社案内・会社経歴書  

ウ  １００台以上のパッケージエアコンおよびルームエアコンの  

納入実績(任意書式) 

（４）提出方法   郵送または持参  

（５）提出・問合せ先   〒350-0415  

埼玉県入間郡越生町大字上野３０７８番地５  

社会福祉法人 光  

担当：西澤・吉田  

電話：０４９－２９２－５７００  

E-mail：hikari95@bz01.plala.or.jp 

５．一般競争入札参加資格確認通知及び仕様等の配布  

（１）入札参加資格確認審査後、全てに参加資格の有無について書面にて通知を行う。  

（２）入札参加資格が有りと確認された業者には仕様等（入札書等書式・仕様書・委任状

を E-mail により配布する。（現場説明会は行わないものとする。）  

６．入札日程等  

（１）公告日     令和５年５月１８日（木）  

（２）応募締切日時   令和５年５月２５日（木）正午まで  

（３）仕様書配布日時  令和５年５月２５日（木）  

（４）質疑書提出日時  令和５年５月２９日（月）午後５時まで  

※提出方法は、E-mail にて送付し、送付確認の電話連絡をすること。(質疑様式は任意

書式) 

（５）入札日時     令和５年６月１日（木）午前１０時  

（６）入札場所     埼玉県入間郡越生町大字上野３０７８番地５  

社会福祉法人光  １階  介護者教室  

７．落札者の決定  

（１）予定価格の範囲内で入札した者のうち、最低価格で入札した者を落札者とする。  

（２）予定価格の範囲内で入札した者がいない場合は、再度入札を実施する。（入札は二回

まで）  

（３）上記（２）によっても落札者がいない場合は、①及び②の場合に限り、下記の条件

を遵守したうえで、交渉による随意契約を行うものとする。  

①最低価格で入札した者に契約締結の意思がある場合（最低価格で入札した者に契約

締結の意思がない場合は順次、次に低い価格で入札した者を対象とする。）  

②再度入札において、入札に応じる者が１者のみとなった場合。  

条件１．随意契約であっても契約額は予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上であ



ること。  

条件２．交渉の過程で予定価格を明らかにすることは認められないこと。  

条件３．入札に当たっての条件等を変えることは認められないこと。  

条件４．契約額が確定した場合は、その内容を書面にし、事業者及び業者が署名（捺

印）すること。  

（４）落札者とすべき同額の入札をした者が２者以上あるときは、くじ引きにより落札者

を決定する。  

８．入札に当たっての注意事項  

（１）代理人にて入札させる場合は、委任状を提出すること。  

（２）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に

相当する金額を入札書に記載すること。  

（３）入札を辞退するときは、入札辞退届により申し出ること。  

（４）入札参加にあたっては入札日当日に入札金額内訳書を持参すること。また、初度入

札における落札者は入札金額内訳書を提出すること。ただし、再度入札における落札

者、または落札者がいない場合において随意契約を締結することとされた者は、入札

金額見積内訳書を後日提出すること。  

（５）談合等不正行為を行わない旨の誓約書を入札日当日に提出すること。  

（６）下記の各項目に該当する入札は無効とする。  

①入札に参加する資格のない者がした入札  

②郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札  

③不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札  

④談合その他不正行為があったと認められる入札  

⑤虚偽の確認申請書を提出した者がした入札  

⑥入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札  

⑦次に掲げる入札をした者がした入札  

ア 入札書の押印のないもの  

イ 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないもの  

ウ 押印された印影が明らかでないもの  

エ 記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの  

オ 代理人で委任状を提出しない者がしたもの  

カ 他人の代理を兼ねた者がしたもの  

キ ２者以上の入札書を提出した者がしたもの、又は２者以上の者の代理をした者

がしたもの  

⑧前各項目に定めるもののほか、その他公告に示す事項に反した者がした入札  

９．契約方法等  

（１）落札決定から本契約までの間に埼玉県及び県内自治体の契約に係る入札参加停止等



の入札参加停止措置を受けた者は、本契約を締結できない。  

（２）契約保証金の徴収は免除する。  

（３）契約の履行については、発注者の指示に従うとともに、県等から指導があった場合

には従うこと。  

（４）本契約の締結は本法人の理事会で承認を受けた後とする。  

以上  

 


